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佐賀県電子入札システム業務委託に関する入札説明書 
 

＜ 入 札 説 明 書 ＞ 
 
 

佐賀県電子入札システム業務委託に関する入札説明書 
     ・ 質問書            （別記様式１） 
     ・ 競争入札参加資格確認申請書  （別記様式２） 
     ・ 誓約書            （別記様式３） 
     ・ 担当者届           （別記様式４） 

・ 入札書            （別記様式５） 
・ 委任状            （別記様式６） 
・ 入札辞退届          （別記様式７） 
 

 
 

添付資料一覧 
・ 委託業務契約書（案） 
・ 佐賀県電子入札システム業務委託仕様書 
・ 佐賀県電子入札システム要件定義書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 附属書類の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的で使用することを禁止する。 
 
 

佐賀県 県土整備部 入札・検査センター 
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入 札 説 明 書 

 

この入札説明書は、佐賀県電子入札システム業務委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参

加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書

等を提出されるようお願いします。 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 契約名  佐賀県電子入札システム業務委託 

 (2) 委託仕様 別添「佐賀県電子入札システム業務委託仕様書」のとおり 

 (3) 契約期間 契約締結日から令和 14 年３月 31 日まで 

 

２ 入札手続きに関する事項 

(1) 担当課 

   佐賀県県土整備部 入札・検査センター（新館 8 階） 

   郵便番号 840-8570 

   佐賀市城内一丁目１番 59 号 

   電話番号 0952-25-7470 

   ＦＡＸ番号 0952-25-7479 

   電子メールアドレス nyusatsu-kensa@pref.saga.lg.jp  

 

(2) 入札説明書の交付方法及び交付期間 

ア 交付方法  佐賀県ホームページに掲載(URL:http://www.pref.saga.lg.jp/) 

        （関連ファイルをダウンロードすること。） 

イ 交付期間  令和 8 年５月 22 日（金）から 同年６月５日（金) 午後５時 まで 

 

(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等 

本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別記様式１「質問書」により行うこと。 

ア 質問提出期間  令和８年５月 22 日（金） から 同年６月５日(金) までの午前９時から午後５

時までとする。ただし、土曜日、日曜日を除く。 

イ 質問提出方法   持参又は電子メールによる。 

         （電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと。） 

ウ 回答         令和８年６月 19 日（金）までに競争入札参加資格確認者のすべてに電子メー

ルで回答を送付する。 

 

(4) 競争入札参加資格の確認 

   ア 入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）は、イの提出期限までに別に定める競争

入札参加資格確認申請書（別記様式２）に次に掲げる資料等を添付のうえ、２の（１）まで郵送又
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は持参し、競争入札参加資格の確認を受けること。 

(ア) 会社概要に関する資料（パンフレット・定款等） 

(イ) 誓約書（別記様式３） 

(ウ) 担当者届（別記様式４） 

(エ)  共同企業体の協定書の写し（共同企業体で参加する場合のみ） 

イ 提出期限  令和８年６月５日（金）午後５時 

（郵送による場合は、書留郵便とし、上記イの提出期限までに必着とする。また、封筒に「佐賀県

電子入札システム業務委託に係る資格審査書類在中」と朱書きすること。） 

期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することが

できない。 

ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和８年６月 19 日（金）までに通知する。 

 

 (9) 入札方法に関する事項 

   入札は、別記様式５の「入札書」により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が

入札をする場合は、入札前に別記様式６の「委任状」を提出するものとする。 

落札者の決定に当たっては、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず契約希望額に110分の 100を乗じて得た金額 (当該金額に１円未満の端数があるときは、

その金額を切り捨てた金額）を入札書に記載すること。 

なお、入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、

速やかに「入札辞退届」（別記様式７）を提出すること。 

入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。 


